
サービック労組も妥結せず！
１１月２２日、サービック労組は本社と年末手当について交渉を行
いましたが、妥結に至らなかったと明らかにしました。
サービック労組は、年末手当や各種交渉では常に一発妥結でしたが

ＪＳ労の要求もあり即妥結と行かなくなりました。これは、サービッ
ク組合員へのアピールと思われます。
しかし、これこそがＪＳ労効果であります。今後もサービック労組

の対応を注意深く見ていきたいと思います。
サービック労組の要求は３.１ヶ月＋α（ＪＳ労３.５ヶ月）です。プ

ロパー社員の意見として２.７ヶ月は欲しいと言っています。会社が２.
７ヶ月の提示をすればサービック労組の面子も立ち妥結します。この
２.７ヶ月の提示もあると思います。

大阪・関西万博開催一時金の要求について会社回答！

現時点、輸送量が増加するか否かかも不確実であり、
お伝えできるものはない。

会社回答からすると輸送量が増加すれば一時金も無しで
はないと受け止めています。

ＪＳ労は、１１月２５日までに再申し入れを行います。
今回の要求である年末手当（３．５ヶ月）と大阪・関西万博開
催一時金（２万円）の獲得に向けて会社と粘り強く交渉して
いきます。
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ＪＳ労効果である！


